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令和4年4月採用の市職員を募集 

 

東
京
２
０
２
０
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

聖
火
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
参
加
者
を
募
集

　受験希望者は、受験案内を確認の上、申込書を郵送で提出してください。
受験案内や申込書は市ホームページ｢職員採用｣から入手できます。
受付期間　7月1日（木）～16日（金）※消印有効
試 験 日　受験案内でご確認ください

　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
成
功
を

願
い
な
が
ら
、
聖
火
の
火
種
を

つ
く
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

内
　
容　
採
火（
火
起
こ
し
）、

障
が
い
の
あ
る
人
に
よ
る
音
楽

発
表
会
、
集
火
・
出
立
式

と
　
き　
８
月
15
日（
日
）午

前
９
時
～
11
時

と
こ
ろ　
市
民
文
化
会
館
大

ホ
ー
ル

対
　
象　
市
内
在
住
の
小
･

中
学
生
各
10
人（
申
込
順
、
小

学
校
４
年
生
以
下
は
保
護
者
同

伴
）

申
込
み　
住
所
、
氏
名
、
学

校
名
と
学
年
、
電
話
番
号
を
明

記
し
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
ま
た
は

電
話
で
担
当
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い

▪担
ス
ポ
ー
ツ
課

94-

４
６
２
８

93-

８
３
８
９

▪担職員課 94-4873

　土木、建築、電気、保健師、事務（障がい者対象）の採用試験に関する
情報は8月15日号に掲載します。

※各職種とも地方公務員法第16条（欠格事項）に該当する人は受験できません

職　種 受験資格 募集人数
事務（上級） 平成8年4月2日から12年4月1日までに生まれた人 若干名
事務［福祉］
（上級）

平成3年4月2日から12年4月1日までに生まれた人で、社会福
祉主事任用資格を有する人（令和4年3月末取得見込みを含む） 若干名

事務［情報］
（上級）

昭和47年4月2日以降に生まれた人で、情報処理システムの構築
および運用管理に関する業務に従事した経験が10年以上ある人 若干名

募集職種など

　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火

は
、
発
祥
の
地
で
あ
る
イ
ギ

リ
ス
の
ス
ト
ー
ク
･
マ
ン
デ

ビ
ル
で
起
こ
し
た
火
と
日
本

各
地
で
採
火
さ
れ
た
も
の
が

開
会
式
で
集
ま
り
、
閉
会
式

ま
で
燃
え
続
け
ま
す
。

７
月
中
旬
に
納
税
通
知
書
な
ど
を 

発
送
し
ま
す

　
令
和
３
年
度
の
第
４
期
以
降
分
の
国

民
健
康
保
険
税（
本
算
定
）納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
に

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
本
算

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
な
ど
を
更
新
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
へ

　
８
月
１
日
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ
く

新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に
送
付
し
ま

す
◇
10
月
か
ら
医
療
機
関
窓
口
で
の
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
資
格
確
認
が
順
次
開

始
す
る
こ
と
に
伴
い
、
番
号
の
隣
に
個

人
を
識
別
す
る
２
桁
の
枝
番
を
記
載
し

て
い
ま
す

75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
へ

　
８
月
か
ら
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変

更
に
な
る
人
に
は
、
７
月
中
に
新
し
い

保
険
証
を
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証
か
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
お
持
ち

で
、
８
月
以
降
も
対
象
と
な
る
人
に

は
、
併
せ
て
新
し
い
認
定
証
を
送
付
し

ま
す
。

負
担
割
合
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
70
～
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

お
よ
び
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
加
入
者
で
、
一
部
負
担
割
合
が
３

割（
現
役
並
み
所
得
者
）と
判
定
さ
れ
た

人
の
う
ち
、
同
一
世
帯
の
令
和
２
年
中

の
合
計
収
入
額
が
一
定
額
に
満
た
な
い

場
合
は
、
申
請
に
よ
り
２
割
ま
た
は
１

割
に
な
り
ま
す
。
対
象
者
に
は｢

基
準

収
入
額
適
用
申
請
書
」を
送
付
し
ま
す

の
で
、
市
役
所
１
階
の
担
当
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
」→「
国
民

健
康
保
険
」や
、
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険･

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
傷
病
手
当
金
を
延
長

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
、
ま
た
は
感
染
が
疑
わ
れ
る
加
入
者

に
対
す
る
手
当
金
の
支
給
対
象
期
間
を

９
月
30
日
ま
で
延
長
し
ま
し
た
※
支
給

要
件
な
ど
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

主
な
制
度
の
改
正
点

国
民
健
康
保
険
税

　
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し
に
伴
い
、

加
入
者
の
負
担
水
準
に
不
利
益
が
生
じ

な
い
よ
う
、
加
入
者
ご
と
に
か
か
る
均

等
割
額
、
世
帯
ご
と
に
か
か
る
平
等
割

額
に
対
す
る
軽
減
の
判
定
基
準
額
を
変

更
し
ま
し
た
。
詳
し
く
は
納
税
通
知
書

に
同
封
す
る
お
知
ら
せ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
保
険
料
計
算
に
使
用
す
る
基
礎
控
除

額
が
、
33
万
円
か
ら
43
万
円
に
変
わ
り

ま
し
た（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
２

４
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
は
基
礎
控

除
額
が
異
な
り
ま
す
）。
ま
た
、
均
等

割
額
の
軽
減
基
準
が
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
詳
し
く
は
保
険
料
額
決
定
通
知
書

に
同
封
す
る
お
知
ら
せ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

減
免･
免
除･

猶
予

国
民
健
康
保
険
税･

介
護
保
険
料
の
減
免

　
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
申
請
を

す
る
と
保
険
税･
保
険
料
が
減
免
さ
れ

ま
す
※
申
請
に
は
収
入
を
証
明
す
る
書

類
が
必
要
で
す

対
象
と
な
る
保
険
税（
料
）

　
平
成
31（
令
和
元
）年
度
分
～
令
和
３

年
度
分
で
、
令
和
２
年
２
月
１
日
～
４

年
３
月
31
日
が
納
期
限（
特
別
徴
収
は

対
象
の
年
金
の
支
払
日
）の
保
険
税

（
料
）

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
対
象

①
主
た
る
生
計
維
持
者
が
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
死
亡
、
ま
た
は
重

篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
主
た
る
生
計
維
持
者
に
収
入
の
減

少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
全
て
に
該
当
す

る
世
帯

◇
事
業
、
不
動
産
、
山
林
、
給
与
の
い

ず
れ
か
の
収
入
が
前
年
に
比
べ
て
３
割

以
上
減
少
す
る
見
込
み

◇
前
年
所
得
の
合
計
額
が
１
０
０
０
万

円
以
下

◇
減
少
が
見
込
ま
れ
る
収
入
に
係
る
所

得
以
外
の
前
年
所
得
の
合
計
額
が
４
０

０
万
円
以
下

介
護
保
険
料
の
減
免
対
象

①
属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
死

亡
、
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
第

１
号
被
保
険
者

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
属
す
る
世
帯
の
主
た
る
生

計
維
持
者
に
収
入
の
減
少
が
見
込
ま

れ
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
第
１
号
被

保
険
者

◇
事
業
、
不
動
産
、
山
林
、
給
与
の
い

ず
れ
か
の
収
入
が
前
年
に
比
べ
て
３
割

以
上
減
少
す
る
見
込
み

◇
減
少
が
見
込
ま
れ
る
収
入
に
係
る
所

得
以
外
の
前
年
所
得
の
合
計
額
が
４
０

０
万
円
以
下

減
免
の
割
合

①
の
世
帯･

人
＝
全
額
免
除

②
の
世
帯･

人
＝
一
部
減
額（
前
年
所
得

の
合
計
額
に
よ
り
異
な
る
）

▪担
保
険
年
金
課

94-

４
７
２
８（
国
民
健
康
保
険
）

　
94-

４
５
２
１（
後
期
高
齢
者
医
療
）

▪担
介
護
高
齢
課

94-

４
７
２
２（
介
護
保
険
料
）

国
民
年
金
の
免
除･

猶
予
制
度

　
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
申
請
を

す
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免
除（
全
額･

４
分
の
３･

半
額･

４
分
の
１
）ま
た
は

猶
予
さ
れ
ま
す
。
申
請
は
最
大
２
年
１

カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
担
当
か
平
塚
年
金
事

務
所（

22-

１
５
１
５
）に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
※
失
業
ま
た
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
一

定
以
上
所
得
が
下
が
っ
た
場
合
は
特
例

が
あ
り
ま
す

対
象

◇
免
除
＝
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯

主
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
人

◇
猶
予
＝
50
歳
未
満
で
、
本
人
お
よ
び

配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
人

▪担
保
険
年
金
課

94-

４
５
２
０（
国
民
年
金
）

介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

　
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
必
要
と
す
る
人

が
増
加
し
、
介
護
保
険
事
業
費
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
を

改
定
し
、
基
準
額（
年
額
）は
、
こ

れ
ま
で
の
６
万
２
４
０
０
円
か
ら

６
万
６
０
０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
保

険
料
額
と
す
る
た
め
、
段
階
ご
と

の
保
険
料
率
な
ど
の
見
直
し
や
、

合
計
所
得
金
額
１
０
０
０
万
円
以

上
の
段
階
を
創
設
し
ま
し
た
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
健
康・

福
祉
」→「
介
護
保
険
」で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

本
算
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
今
年
度
の
住
民
税
課
税
状
況
に

基
づ
き
計
算
さ
れ
た
本
算
定
通
知

書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

▪担
介
護
高
齢
課

94-

４
７
２
２

保
険
や
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ


